
 

 

短期入所生活介護〔介護予防短期入所生活介護〕

重要事項説明書 

＜令和 ６ 年 １１ 月 １ 日 現在＞ 

 

 

１ 当施設が提供するサービスについての相談窓口 

    ＜電 話＞   ０４８－５６３－５０８８ 

    ＜担 当＞   相談員  鈴木 友紀 

          ※御不明な点は、何でもお尋ねください 

 

２ ショートステイくわの実の概要 

 （１）提供できるサービスの種類 

施 設 名 称  ショートステイくわの実 

所  在  地  羽生市大字下新郷６６０番地 

介護保険指定番号 
 短期入所生活介護〔介護予防短期入所生活介護〕 

（埼玉県  1173900059号） 

 

 （２）施設の職員体制＜令和６年１１月１日現在＞ 

 常勤 非常勤 業務内容 計 

管 理 者 １名  施設管理全般 １名 

医   師 ０名 １名 診療・健康管理等 １名 

生活相談員      

（介護支援専門員） 
１名 ０名 

生活上の相談等       

サービス計画の立案・管理等 
１名 

栄 養 士 ２名 ０名 栄養管理等 ２名 

機能訓練指導員 ０名 １名 リハビリ・機能回復訓練 １名 

事務職員 ０名 １名 一般事務・料金請求等 １名 

看 

護 

介 

護 

職 

員 

看護師 ０名 １名 
医療・健康管理業務等 

１名 

准看護師 ２名 ０名 ２名 

介護福祉士  ８名 ２名 

日常介護業務等 

１０名   

実務者研修修了者  １名 ０名  １名 

２級・初任者研修修了

者 

 １名 ０名  １名 

その他 ２名 １名  ３名 

介助員 ０名 ４名 ４名 

 

 （３）施設の設備の概要 

定 員 １０名 静 養 室      １室 （２床） 

 

居 室 

 

4人部屋 ２室 医 務 室      1室 

2人部屋 １室 食 堂      1室 

浴 室 
一般浴槽 機能訓練室 1室 

特殊浴槽 談 話 室      1室 

 

 

 



 

３ 短期入所生活介護〔介護予防短期入所生活介護〕の内容 

○入所時の利用状況の確認 

  事業者は入所時の利用者の状況等について把握するため、利用者または御家族から利用前の心身状況

等についてお伺いします。 

 

①利用場所：所在地  羽生市大字下新郷６６０番地 

       名 称  特別養護老人ホーム くわの実               

 

②利用可能  居室：原則、定員２名から４名の居室が用意されていますが、入居の状況等により別途  

  設備等   御相談して決めさせていただきます。 

        食堂、機能訓練室、医務室、面会室、浴室（一般浴槽、特殊浴槽）、その他 

 

 ③食事    朝 食   ７：３０ ～  ８：３０ 

        昼 食  １２：００ ～ １３：００ 

        夕 食  １７：３０ ～ １８：３０    

        以上の他、湯茶等のサービスがあります。原則、食堂にておとりいただきます。 

 

 ④入浴    週に最低２回入浴していただけます。ただし、利用者の状態に応じ、特別浴又は清拭と 

        なる場合があります。 

 

 ⑤介護    御希望や状態に応じ、適切な介護サービスを提供します。 

        着替え介助、排泄介助、おむつ交換、体位交換、シーツ交換、施設内移動の付き添い等 

  

 ⑥機能訓練  利用者の状況に応じ訓練室等において機能回復訓練を行います。 

 

 ⑦生活相談  常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

 

 ⑧健康管理  毎日簡単な健康チェックを行います。 

 

 ⑨緊急時   利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な措置を講ずるほか、御   

  の対応   家族の方に速やかに連絡いたします。  

 

 ⑩安全管理  防災、避難訓練等設備を含め安全面に常時配慮しています。 

 

 ⑪所持品等  特別な事情がある所持品等についてはお預かりいたします。ただし、預けることのでき

の保管   る所持品等の種類や量に制限があります。詳しくは、職員にお尋ねください。 

 

⑫レクリエ  クラブ活動のほか、種々の行事が行われます。行事によっては、別途費用がかかるもの

ーション  もあります。詳しくは、その都度御説明のうえ御承諾いただきます。 

  

⑬希望食   当施設では、通常メニューのほかに希望食を御用意しております。詳しくは職員にお尋

の提供   ねください。料金は別途かかる場合があります。             

  

 ⑭その他の  ア 通院     医療上必要な場合は、通院サービスが行われます。        

  サービス    サービス   料金は別途かかる場合があります。 

        イ 理容     当施設では、理容サービスを実施しております。 

          サービス   １回 １,５００円  （月２回） 

        ウ その他の   介護保険の適用を受けられないサービス等については、その都度お    

          サービス   申し出を受け御相談させていただきます。             



 

 

４ 利用料金 

（１） 基本料金 

① 施設利用料                   ※地域区分６級地 1単位＝１０．３３円 

 

 
単位数 

１日の介護

報酬額 

１日あたりの自己負担額 

１割 ２割 ３割 

要支援１ ４５１ ４,６５８円 ４６６円  ９３２円 １,３９８円 

要支援２ ５６１ ５,７９５円 ５８０円 １,１５９円 １,７３９円 

要介護１ ６０３ ６,２２８円 ６２３円 １,２４６円 １,８６９円 

要介護２ ６７２ ６,９４１円 ６９５円 １,３８９円 ２,０８３円 

要介護３ ７４５ ７,６９５円 ７７０円 １,５３９円 ２,３０９円 

要介護４ ８１５ ８,４１８円 ８４２円 １,６８４円 ２,５２６円 

要介護５ ８８４ ９,１３１円 ９１４円 １,８２７円 ２,７４０円 

 

② 加算等 

 

 
単位数 

１日あたりの自己負担額 

１割 ２割 ３割 

送迎加算 １８４    １９０円 ３８０円 ５７０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２      ２３円   ４６円 ６９円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の１４．０％を加算 

 

（２）その他の料金 

①  食費        ※ １日あたり  １,４４５ 円 

  

②  滞在費       ※ １日あたり    ９１５ 円 

 

③  その他        希望食、行事参加費、通院サービス費、理容費等は、別途料金がかかります。 

 

 所得に応じて、④ 食費、⑤ 滞在費の負担限度額が設けられ、負担が軽減されます。交付された 

「介護保険負担限度額認定証」をご提示いただくことにより、下記の料金負担となります。 

利用者負担段階 ④ 食 費 ⑤ 滞 在 費 

第３段階② １，３００ 円 ４３０ 円 

第３段階① １，０００ 円 ４３０ 円 

第２段階 ６００ 円 ４３０ 円 

第１段階 ３００ 円   ０  円 

 

（３）キャンセル料 

  利用開始前に利用者の御都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

 ①入所日の前日１７時までに御連絡いただいた場合 無  料 

 ②入所日の前日１７時までに御連絡がなかった場合 １日の利用料の５０％ 

 

 



 

 

 

（４）利用中の中止 

  利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数をもとに計算します。 

 ※以下の場合に、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

  ・利用者が中途退所を希望した場合 

  ・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

  ・利用中に体調が悪くなった場合 

  ・他の利用者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合 

 

（５）支払方法   

  毎月７日までに請求書を作成し、前月分の請求をいたしますので、１５日以内にお支払いください。 

 お支払いいただきますと、領収証を発行します。 

 

５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用申し込み 

   まずは、お電話等でお申し込みください。御利用期間決定後、契約を締結いたします。 

   御利用の予約は、２ヶ月前からできます。「居宅サービス計画〔介護予防サービス計画〕」の作成を

依頼している場合は、事前に介護支援専門員と御相談ください。 

 

（２）サービス利用契約の終了 

 ①利用者の御都合でサービス利用契約を終了する場合 

   実際に短期入所生活介護〔介護予防短期入所生活介護〕を御利用中でなければ、文書でのお申し出

により、いつでも解約できます。 

   この場合、その後の予約は無効となります。 

 

②自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了し、予約は無効となります。 

  ・利用者が介護保険施設に入所した場合……入所日の翌日 

  ・利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合……非該当となった日 

  ・利用者が死亡した場合……死亡した日の翌日 

  

 

③ その他 

   以下の場合は、３０日前までに文書で通知することにより、サービス利用契約を終了させていただ

くことがございます。 

・ 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく３０日以上遅延し、料金を支払うよう催告し

たにもかかわらず、１５日以内に支払われない場合 

・ 利用者又はその家族が、事業者やサービス従業者又は他の入所者に対して、本契約を継続しがたい

ほどの背信行為を行った場合 

  ・やむを得ない事情により施設を閉鎖又は縮小する場合  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

６ 緊急時の対応方法 

 サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医・救急隊・親族・

居宅介護支援事業者等に連絡をとる等、必要な措置を講じます。 

 

７ 事故発生時の対応方法 

 サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行います。 

 なお、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

８ 苦情・ハラスメント処理 

    サービスの提供に係る利用者又はそのご家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応する

ために必要な措置を講じます。 

    提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町

村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導

又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。 

    提供したサービスに関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、

国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行います。 

    提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行

う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めます。 

 

９ 非常災害対策 

  ・防災設備    火災通報装置、スプリンクラー、消火栓、消火器の設置   

  ・防災訓練    夜間想定を含めた避難訓練の実施、消火訓練 等 

  ・防火責任者   施設長  櫻井 義彦 

 

１０ 虐待防止に関する事項 

   虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に

周知徹底を図ります。 

② 虐待防止のための指針を整備します。 

③ 職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

サービス提供中に、職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けた

と思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。  

 

１１ 業務継続計画の策定等 

   感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じます。 

   職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう

努めます。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

 

 

 



 

 

 

１２ 身体拘束等の禁止 

   サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急をやむを得

ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。やむを得ず身体拘束等を

行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急をやむを得ない理由その他

必要な事項を記録します。職員に対する身体拘束等の適正化を図るため委員会を設置し、研修を定期的

に実施します。 

 

１３ その他運営についての留意事項 

   職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス・ハラスメント（利用者・ご家族含

む）体制を整えるほか、職員が利用者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。また適切なサー

ビスの提供を確保する観点から、職場において性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動を防止するための方針の明確化等の措置を講じます。 

 

１４ 施設サービスの第三者評価の実施状況 

※ 令和５年度は未実施。 

 

１５ 相談、要望、苦情等の窓口 

 短期入所生活介護〔介護予防短期入所生活介護〕に関する相談、要望、苦情等は、サービス提供責任者 

か下記窓口までお申し出ください。 

 

☆サービス相談窓口☆ 

              

 電話番号:０４８－５６３－５０８８       責任者：  施設長  櫻井 義彦 

 (受付時間：９時から１８時)          担当者：  相談員  鈴木 友紀 

                               

                             

☆当事業所以外に、県、市町村の相談・苦情窓口等に相談する事ができます☆ 

＜羽生市 高齢介護課＞ 

     電話番号：０４８－５６１－１１２１ （内線 １６４～１６７） 

 

 ＜行田市 高齢者福祉課＞ 

     電話番号：０４８－５５６－１１１１ 

 

 ＜加須市 高齢介護課＞ 

     電話番号：０４８０－６２－１１１１ 

 

 ＜埼玉県国民健康保険団体連合会 介護福祉課＞ 

   電話番号：０４８－８２４－２５６８ （苦情相談専用） 

 

 ＜第三者委員＞ 

      評議員  永澤  初江   電話 ０４８－５６５－２６７３ 

      評議員  小林  靜子   電話 ０４８－５６５－１０４０ 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                 

１６ 当事業者の概要 

     名称・法人種別    社会福祉法人 羽生福祉会 

     代表者氏名・役職   理 事 長  櫻 井 義 彦 

     本事業者所在地    羽生市大字下新郷６６０番地 

     本事業者電話番号   ０４８－５６３－５０８８ 

     営業所数等      短期入所生活介護      １ヵ所 

介護老人福祉施設      １ヵ所 

                通所介護          １ヵ所 

                訪問介護          １ヵ所 

                居宅介護支援        １ヵ所 

                ケアハウス         １ヵ所 

                児童養護施設        １ヵ所 

                ファミリーホーム      １ヵ所 

                乳児院           １ヵ所 

 

 

 

 

 

 

         


